
実施日 質問順位 氏　　　　　名

1 ２５番議員　木　村　修　寿

2 １３番議員　川久保　皆　実

3 　５番議員　樋　口　裕　大

4 　９番議員　篠　内　幸　代

5 　７番議員　梅　沢　尊　信

6 １７番議員　山　中　真　弓

7 ２１番議員　神　谷　大　蔵

8 ２８番議員　塩　 田　 　尚

9 　３番議員　田　代　　　優

10 ２４番議員　木　村　清　隆

11 　８番議員　青　木　真　矢

12 １６番議員　あさの　えくこ

13 １９番議員　高　野　文　男

14 　６番議員　伊　藤　文　弥

15 　１番議員　川　田　青　星

16 　２番議員　□原　アリーゼ

17 　４番議員　市　原　琢　己

18 １５番議員　中　村　重　雄

19 ２６番議員　塚　本　洋　二

20 １８番議員　小森谷　さやか

21 １２番議員　小　村　政　文

3/5
(水) 22 １１番議員　酒　井　　　泉

一　般　質　問　通　告

（令和６年第２回つくば市議会定例会令和７年２月定例会議）

2/28
（金）

3/3
（月）

3/4
（火）
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二般質 問発言通告書

令和 7年 2月  γ 日
午珀 計時 デο分 受 付
(通告書_1 枚)No.1

下記のとお り,発言 しますか ら通告 します。

令和 7年 2月 4日    、

つ くば市議会議長 様

つ

※ 一般質間を行うに当たつては,明確な答弁を求めるため,会議規則第 61条編注
4の とおり, 通告書に発言の

′

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

TX沿線の公益

施設について

2 国民健康保険に

ついて

1 茨城県とつくば市が協議 して確保 している

公益施設用地について、お伺いいたします。

自営業者や農業等に従事する方やその家族

を対象とした医療保険制度です。

以下についてお伺いいたします。

(1)被保険者数について

(2)国民健康保険資格見直しの取組について

(3)保険税収納率向上の取組についそ

(4)レヤプ ト点検の取組について

(5)求償事務 (第二者行為)の取組について

(6)保健事業の取組について

市長

担当部長

市長

担当部長

るようお願いします。

要 旨等 を読んで分か る程度の具体的内容を記入 され



R ∴21-4

一 般 質 開発 言 通 告 書

令和 7年  と月 V日

¬竃告暮
時デ指余忌年

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年 2月 4日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 川久保 皆実

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
ロ 答 弁者

1 子育て世帯訪問

支援事業について

2 公立幼稚園の在

り方について

令和 5年 12月 定例会の一般質問において、千

代田区・品川区・浜松市における先進事例を踏
まえ、子育て世帯訪問支援事業として、産後の

家事支援を強化していくことを提案したとこ

ろ、「子育て世帯訪問支援事業については、改
めて国の通知や他自治体の事例等を確認しな

がら、令和 6年度中に対象者をはじめとした事

業内容を検討いたします。」との答弁を得まし

た。

そこで、当該検討の進捗状況を伺います。

(1)公立幼稚園の在り方の検討状況について

令和 6年 3月 定例会の一般質問において、
公立幼稚園の課題に対する中長期的な紺策に
ついて質問したところ、「中長期的な対策に
ついては、幼稚園の統廃合を含め、計画的な
3歳児保育の実施や預かり保育の拡充、保護

者のニーズに合わせた幼稚園の在り方を、令

和 6年度に実施する適正配置計画の見直しに

合わせて検討します。」との答弁を得ました。

そこで、当該検討の進捗状況を伺います。

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長



つくば市議会議員 川久保 皆実 No。 2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
口 答 弁者

(2)教育委員会とこども都等の関係部署との

協議について

令和 6年 3月 定例会の一般質問において、
公立幼稚園の人的資源及び物的資源の有効活

用について考えるに当たり、地域子育て相談

機関の整備、幼保連携型認定こども園の創

設、及びこども誰でも通園制度の実施などを

含めて、教育委員会とこども部などの関係部

署が連携して検討する必要性について教育

長に質問したところ、「市立幼稚園も含めた

関係機関の人的資源及び物的資源を総合的

に把握した上で、それらの活用について協議

する必要があると考えておりました。よっ

て、教育委員会と庁内の関係部署の連携とい

うのは必要であると考えております。」.と の

答弁を得ました。

また、当該連携を実現するためには、教育

委員会とこども部などの関係部署が集まり、

情報共有や意見交換をする場を設けること

が重要ではないかと市長に質問したところ、
「議員御指摘のような場を設定することは、

非常に重要だと考えております。」「令和 6

年度早々から協議を開始したいと考えてお

ります。」との答弁を得ました。

そこで、令和 6年度における当該協議の実

施状況及び協議内容を伺います。



質 問 事 項 』
ロ要 答 弁 者

3 幼児 2人同乗用

自転車購入費補助

事業について

4 市営公園におけ

る遊具等の整備に

ついて

令和6年 9月 定例会議の一般質問において、
松戸市の先進事例を踏まえ、つくば市の幼児 2

人同乗用自転車購入費補助事業の補助姑象の

課題を指摘し質問したところ、「幼児 2人同乗
用自転車購入費補助事業の課題意識について

は、幼児用座席が 1つだけ取り付けられた幼児
2人同乗基準適合車を購入する保護者も多い

と考えられ、2人 日の子供が生まれた後に当該

自転車に2つ 日の幼児用座席を取り付けた場

合は補助事業の対象とならないことは、課題と

して認識しています。他自治体の事例を参考に
しつつ、実際の利用状況を考慮し、今年度中に

制度の見直しについて検討します。」との答弁
を得ました。

そこで、当該検討の進捗状況を伺います。

(1)遊具の設置指針の策定について

令和 5年 6月 定例会の一般質問において、
つくばエクスプレス沿線地域の市営公園は、
市内の他地域と比べて遊具の多様性に欠け

ることを指摘した上で、遊具の設置について
の基準を作ることを提案したところ、令和 5

年度中に検討に着手する旨の答弁を得まし

た。その後、令和 6年 3月 定例会の一般質問
では、「今年度中に遊具の設置指針を策定
し、令和 6年度から設置指針を基に、順次、

新たな遊具の設置を進めていきます。」との

答弁を得ました。さらに、令和6年 9月 定例

会議の一般質問において、遊具の設置指針の

策定がいまだ完了していないことを踏まえ、
いつまでに策定する予定かを質問したとこヽ

ろ、「今年度内に策定を目指しております。」
との答弁を得ました。

市長

担当部長

市長

担当部長

つくば市議会議員 川久保 皆実 No.3

※ 二般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。



質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

5 障がい者に対す

る合理的配慮の提

供について

これらを踏まえ、遊具の設置指針の策定の

進捗状況を伺います。

(2)バ スケットゴールの設置について

令和 6年 9月 定例会議の一般質問におい

て、米国の事例を踏まえ、市営公園の一部の

テニスコー トにバスケットゴールを併設し、
バスケットボールの練習も可能にする仕組

みについての実現可能性を質問したところ、
「テニスコー トの利用状況を確認の上、テニ

スコー ト利用者や公園利用者及び市内体育

館等のバスヶットボール利用者に紺しアン

ケー ト調査を実施するとともに、他自治体の

事例等も調査し、今年度内に実現の可否を検

討します。」との答弁を得ました。

そこで、当該検討の進捗状況を伺います。

令和 6年 6月 定例会議の一般質問において、

市主催イベン トにおける障がい者に姑する合

理的配慮の提供に関して、①次年度の市主催イ
ベントの開催予定を踏まえて、合理的配慮を提

供するために必要な予算を適切に確保するた

めの予算計上の在り方について検討すること、

②つくば市ホームページ及びつくスマにおけ

る各イベントの詳細ページに提供可能な合理

的配慮の一覧を掲載するはか、広報つくばのイ
ベント情報欄においても各イベントで提供可

能な合理的配慮をアイコン等で分かりやすく

明記するなどして、障がいのある方が予め配慮

の内容を容易に把握できるようにすること、③

合理的配慮の必要性についてイベント申込時

に適切に把握できるようにするため、オンライ

ンや紙、FAX等でのイベント申込みフォーム

において、合理的配慮の希望の有無や、希望す

市長

担当部長

つ くば市議会議 員 川久保 皆実 No.4

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



質 問 事 項 要 島
口 答 弁 者

6 粗大ごみの有料

戸別収集の処理料

金の支払方法につ

いて

る場合の具体的な内容について記入できる項

目を設けるなど、配慮の申出がしやすい様式を

使用することを提案し、市の見解を伺いまし

た。

その結果、①については令和 7年度の予算確

保の時期までに庁内各部署とイベントなどで
の合理的配慮に係る予算計上について協議し

ていく、②については令和 6年内に関係部署と

協議し検討していく、③については令和 6年内

に関係部署と協議し職員に周知していくとの

答弁を得ました。

そこで、①～③についての姑応状況を伺いま

す。

現在、つくば市で粗大ごみの有料戸別収集を

利用する際には、粗大ごみ受付センターに電話

予約又は市ホームページでィンターネット予

約をした上で、粗大ごみ処理券をコンビニエン
スス トア等で購入し、当該処理券を粗大ごみに

貼つて収集日に指定場所に排出する必要があ

ります。

上記手順のうち、粗大ごみ処理券をコンビニ

エンスス トア等で購入する必要があるという

点に関して、他の複数の自治体では、インター

ネットで粗大ごみ収集の申込みをする際に、処

理料金をクレジットカー ドゃPayPay等でオン

ライン決済できるようにしています。
つくば市デジタル・ガバメント推進方針で

は、方針の柱の二つとして「デジタルを基本と

した行政サービス」が掲げられ、そのための取

組の一っとして「行政手続のオンライン化」が

示されていることを踏まえ、粗大ごみの有料戸

別収集の処理料金の支払方法について次の点

市長

担当部長

つくば市議会議員 川久保 皆実 No.5

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとお り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入 されるよ

うお願い します。



つ くば市議会議 昌 川久保 皆実 No.6

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。      |

質 問 事 項 要 堕
日 答 弁者

を伺ぃます。

(1)イ ンターネツト予約時の左ンライン決済
を導入することの意義及び必要性

(2)つ くば市におけるオンライン決済の導入
可能性
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 2月 4日
午約 〉時 デ′分 受 付
(通告書 2 枚)No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  2月  4日
つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議 樋 口 裕大

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

1 家庭 ごみの減量

に向けた対策につ

いて

2 焼却灰の最終処

分場について

3 つくスマについ

て

4 複合機能 を持っ

た図書館 の新設に

ついて

5 市内の中学生が

高校受験時につ く

ば市内を選択 した

場合 の不足数につ

いて

(1)家庭ごみ減量に向けた取組について

(2)今後の減量目標について

(1)焼却灰の現状について

(2)市内での最終処分場の選定先について

(3)目 標とする新設時期について

(4)新設にかかる費用と年間コス トについて

(1)つ くスマの登録者数について

(2)つ くスマの市民の登録率について

(3)つ くスマの年間運用コス トについて

(1)現在の検討状況について

(1)市内全ての中学生が、つくば市内の高校を
希望した場合の不足数について

(2)遠方に通学する市内在住の学生たちの支
援について

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長



つ くば市議会議昌 口 裕 大   No。 2

質キ問 事 項 要 “
日 答 弁 者

6 小学校の登校班
について

7 小学校の開校時

間について

(小 1の壁について)

8 市長の公約にあ

るみ どりの地区ヘ

の郵便局の誘致に

ついて

(1)各学校における登校班の有無について

(2)子供たちの安全確保について

(1)現在の各小学校の開校時間 (教室に入れる
時間)は何時か。また、それは全ての学校で

統一されているのか、それとも各学校によつ

て違うのか、違う場合各学校で何時からなの

か 。

(2)共働きの家庭では、小学校に進学すると、
保育園や幼稚園の時よりも子供を預かつて

もらえる時間が短くなるため、保護者の勤務
時間を調整する必要が出てくる。このような

問題は “小 1の壁"と 言われ、どうしても時

間を調整できない家庭では、どちらかの保護
者が時短勤務に変更したり、退職することを

余儀なくされる場合もある。
そのような問題を解消すべく、早い時間に

出勤する共働き家庭のニーズに合わせ、子供
たちが朝 7時に登校できる取組を始める自
治体も出てきた。この取組について市の考え
イま。

(1)今までの進捗具合について

(2)具体的な誘致候補先について

(3)目 標とする誘致時期について

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長

市長
担当部長

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 2月 4日
午拘 夕時 2ず分受 付
(通告書  2_放 )No。 1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令不日7年 2月 4日

つくば市議会議景 様

つくば市議会議員     篠内 幸代

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読ん至盆かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 公園点検と遊具

選定について

2 学校サポーター

事業について

TX沿線を中心に子育て世帯の転入が増えてお

り、また、つくば市で老後を過ごしたいシニア世

代の転入も増えています。
子どもを育む遊び場としての公園、世代を問わ

ず、地域交流が活発になる居場所としての公園づ

くりがますます必要になると考えます。
以下、魅力あふれる公園をつくるため、現状と

課題、今後の取組について伺います。
(1)公園内遊具の設備点検と、実施後の修繕に

ついて

(2)新設遊具の選定方法について

(3)固定されている箱形ブランコの徹去計画
について

(4)健康遊具の設置計画について

教員の業務負担の改善、児童生徒への十分な関
わりのためにも、学校サポーターの役割は重要と

考えます。以下、学校サポーターの現状と課題に
ついて伺いますも
(1)配置状況と採用条件

(2)小学校、中学校での業務内容

(3)学校間での情報共有など、学校サポーター

の活用推進の方法について

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長



質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

3 居住地校 交流 に

ついて

4 認知症について

特別支援学校に在籍している児童生徒は、
の市立小中学校で、年に3回を限度に交流を

することができます。学校は違っても、その

に共に暮らす同世代の子ども達が交流を図る
ことはインクルーシブ教育を目指す上で、とても

要であると考えます。

以下、現状 と課題、今後の取組について伺いま

(1)つ くば市立小中学校での居住地校交流

受入れの現状

(2)受入側の教育効果 と課題

(3)つ くば市が考える交流学習の意義と目的

令和6年 12月 、厚生労働省から認知症施策推進

本計画が発表されました。新たな基本計画案
は認知症に誰 しもがなり得ることを前提 として、

知症になってからも住み慣れた地域で希望を
つて生きることができるとする「新 しい認知

の下、共生社会の実現を目指 しています。

今後、国の計画に基づき、地域の実情に合った

市町村計画を作成することが努力義務 となって
いますが、つくば市における認知症の人々とその

家族を支援する取組について、以下伺います。

(1)「認知症あん しんガイ ドブック (認知症

アパス)」 の普及、活用の現状

(2)認知症の当事者が集 う「本人 ミーティ

グ」、介護する家族の「家族ミーティング」
の実施状況と課題

(3)認知症のケア技法 「ユマニチュー ド」

及、推進の取組について

(4)「認知症お困りごとメール相談」の設置に

至る経緯と現状

(5)、 認知症に対する理解増進のための学校

育での取組について

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長

つ くば市議会議員  篠内 幸代   No。 2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。           `



7,2]-4R

一 般 質 開発 言 通 告 書

令 和 7年 2月 4日
午漁 ?時 牛ο分 受 付

(通告書 2枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令不日7年 2月 4日

つ′くば市議会議長 様

つくば市議会議員  梅沢 尊信

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4

のとおり、通告書に発言の要旨等 を読んで

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 高齢者のゴミ出

し支援について

写三;与【|ど羅 胡 報 監 争:琳
議を重ね、アンケー ト調査やタスクフォースチー

ムによる現地調査を行いながら、支援に向けて検

討を重ねてきましたが、現状 と今後の取組につい

て伺います。

また、つ くば市内のスター トアップ企業が開発

した追尾型のロボントを使つて、ゴミ出 しを支援

するとい う実験を令和 5年 12月 か ら行いま した

が、この実証実験の結果 とその後の関連する実証

実験の取組について伺います。

市長

担当部長

うお願いします。

ノ万`かる程唐の 具体的内バ を記 入されるよ



質 問 事 項 要 一
日 答 弁者

2 市内小 中学校に

おける学級運営が

困難 なクラスに対

す るつ くば市の紺

応について

3 つくば市の入札

制度について

市内小中学校における学級運営が困難なクラ
スに紺するつくば市の対応について 児童生徒の

健やかな成長は何よりも喜ばしいことですが、市

内の小中学校の中には、様々なことから学級の運

営が困難になつているケースがあるとの声も伺
います。このような場合、担任の先生だけに任せ

るのではなく、学校全体で問題を的確に捉えて、

適切に対応していくことが必要であり、更には教

育局による支援も重要であると考えます。つくば

市の考えや現状と課題、対応について伺います。

入札制度は、何よりも「公平性・公正性・透明

性」を高めながら、より時代に即した見直しや改

善を行うことが必要ではないかと考えます。つく

ば市においても、様々な観点から改善が行われて

きましたが、これまでに行つてきた取組と今後の

改善に向けての考えについて、以下伺います。

(1)こ れまでに行つてきたつくば市の入札制

度改善の方針と内容

(2)今後の入札制度改善に向けての考え

市長

教育長

担当部長

市長

担当部長

つくば市議会議員  梅沢 尊信 No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



K猛 2]-4 一 般 質 問発 言 通 告 書

(通告書 1 枚)No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  2月  4日
つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 山中 真弓

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 高齢者及び障が

い者の移動手段に

ついて

2 市長の海外視察
について

3 児童館土日開放

実証事業について

4 下水道事業につ

いて

(1)つ くタクの運行について
ア 運賃値上げに関するアンケー トの取 り

方と設間について

イ アンケー トの結果

ウ 現在の予約システムと、AIオンデマンド
システムの違いについて

(2)つ くタク利用者の約 9割が高齢者となっ

ているが、つくタクが値上げになった場合
に、現利用者の利用控えを招き、通院や気軽
な外出の抑制につながると考えられる。その

対策として、市として考えている対応策
(3)高齢者電動アシス ト自転車等購入費補助事
業について

ア 現時′煮での執行率及び執行額
イ 利用者からの意見

五十嵐市長就任後、毎年行つている海外視察等
の出張の行先と目的及び日数と費用

(1)児童館土 日開放実証事業を行つている目

的

(2)利用者数 とその年代

(3)今後の予定

(1)下水道管路の点検調査は、どのように行っ

てきたのか

(2)自 治体として、独立採算制または市民の負
担軽減のどちらを優先するのか

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4の とお
り、通告書に発言Q要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いしま

す。
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午



7121‐ 4【

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和  7年  2月
午静 /。 時 /之 分
(通告書

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年  2月  4日
つくば市議会議長 黒田 健祐 様

つくば市議会議員 神谷 大蔵

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

1枚 )

付

日

1

４

受

Ｎｏ．

質 問 事 項 要 一
日 答弁者

1)観光振興|こ
つい

て

2道の駅基本構想
の策定について

3河 川敷を利用 し

た ス ポー ン施 設

について

4鳥 獣被害対策に

ついて

(1)茨城デスティネーションキャンペーン・ア

フターデスティネーションキャンペーンで得

られた効果について伺いますと

(2)令和 7年度茨城県の予算編成等に対する要

望の進捗状況について伺います。

(3)筑波山秋の行楽シーズンの状況について伺
いますと

道の駅整備に向けた今後の取組について伺い

ます。

桜川河サ|1敷のスポーツ施設整備について伺い

ます。

鳥獣被害防止対策協議会発足後の取組につい

て伺います。

市長
担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長



ナ(7:21=4

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和7年  2月  γ日
午拘 /,時 ぢオ分 受 付

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年  2月  4日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議員  塩田 尚

問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 発達障害児ヘ

の市の支援体制
について

文都科学省の調査によると、発達障害の可能

性のある小中学生は全国で8,8%と のことで

す。クラスに2人ないし3人が在席することに

なります。市が進めている具体的な支援体制に
ついて伺います。

市長

副市長

教育長

担当部長

※

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



RT,21-4

一般質開発言通告書

令和 7年 2月 4日

菊 イ時;ο分 受付

(通告書 3枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 7年 2月 4日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 田代 優

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求め る め、会議規則第 61条編注

質 問 事 項 要   旨 答弁者

1 災害時の避難所

について

日本は、災害大国と言われており、毎年のよ

うに自然災害が発生し、多くの方が避難を余儀

なくされております。そのような中で、特に、

乳児を連れての避難は、不安や心配があると聞

きます。

避難所運営ガイ ドラインには “避難所における

良好な生活環境の確保"が記載され、こども家

庭庁防災業務計画には育児用品の確保が明記さ

れており、哺乳瓶、ミルク、ポットと並び、べ

ビーベットもその封象です。

避難所では、平L児や子供たちが他の避難された

方に迷惑がかからないように、あやしたり、寝

かしつけることになりますが、ベンドがないが

ゆえに、あやしながら、一晩中抱っこをしてい

る家族もいるそうです。

子を持つ親が少しでも避難所の不安を解消で

きるよう、段ボールベビーコントが必要だと考

えますが、つくば市の避難所への導入につい

て、市の見解をお伺いします。

市長

担当部長

4の とおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入される
ようお願いします。



つくば市議会議昌 代 優 No. 2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 61条編注
4の とおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入される
ようお願いします。

質 問 事 項 要   旨 答弁者

2 LINEを活用 し

たスマホ市役所

について

つくば市では(新型コロナウイルスワクチンの配

備以降、LINE公式アカウントを取得して運用してお

り、現在では約 4.6万人の登録者数がいます。対し

てつくば市公式アプリのつくスマ (以下「つくス

マ」という。)は約 2.2万人しかいません。

他の自治体では、LINE公式アカウントを活用して

市民への情報発信だけでなく、アンケヽ 卜を取つた

り、市民の声を収集したり、意見を市長が必ず毎月

閲覧する機能や、行政手続きの予約まで可能として

おります。特にひたちなか市では、市内業者との連

携を図り、割引クーポンを発行するなど官民が連携

する取組もしているそうです。

しかし、つくば市では LINE公式アカウントの活

用が十分とは言えず、また 2023年 10月 で配信も

止まつており、P晴報発信の手段としてもつくスマと

しINE公式アカウントが分かれているため、市民にと

つて分かりにくい面があるのではないでしょうか。

以下の点について伺います。

(1)つ くば市がつ くスマと LINE公式アカウン ト

を並行 して運用 している理由とそれぞれの役割

分担について

(2)既に4万人以上の登録者数がいた LINE公式ア

カウン トがあるにもかかわらず、税金を使いつ

くスマを作成 した理由と、いままでにかかった

初期費用と保守費用と、2024年に機能を拡張し

た、市長の退職金アンケー トにかかった費用を

お聞かせください。

市長

担当部長



つくば市議会議昌 代 優 No. 3

※ 一般質間を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 61条編注
4の とおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入される
ようお願いします。

質 問 事 項 要   旨 答弁者

(3)LINE公式アカウントの県内自治体との登録

者数比較では、水戸市が約 27%、 ひたちなか

市が約 20%、 古河市が約 31%、 龍ケ崎市は約

52%と なっております。つくば市は約 18%、

つくスマは約 8%しかおらず、なぜ登録者数

も少なく、運用費用と保守費用が多額にかか

るつくスマに情報を集約する必要があるのか

見解と分析、登録者数の見通しをお聞きしま

す。また 2025年度の登録者数の目標と、新

規登録者数の増加に対する施策をお聞きしま

す。

(4)他の自治体のように、LINE公式アカウン ト

の有料の拡張機能を採用 し、つくスマより登

録者数で 2万人以上の開きがある LINE公式

アカウン トで市民の意見収集や行政サー ビス

案内など積極的に行う考えはあるか。

(5)複雑化している情報発信手段をなぜ一本化

しないのか。つくスマより登録者数も多く、

他自治体で実績の多い LINE公式アカウント

を中心とした発信に切り替えることを検討で

きないか。



点7:2,-4

一 般 質 開発 言 通 告 書

2月 4日
夕 分 受 付

枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年 2月 4日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員 木村 清隆

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

1 市民の 口腔衛生

健康管理について

2 学校・生涯学習で

書道・算盤等の取組

について

口腔の健康状態は、全身の健康状態と密接な関

連があるといわれてお ります。そのため、口腔の

健康状態を維持・改善するため、市民に対する健

康管理責任 として、口腔衛生指導・姑応について

市の Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(確認 )

⇒ Act(改善)サイクルによる取組の詳細を伺い

ます。

(1)妊産婦に対 して

(2)乳児から小学校就学前の子供に対 して

(3)小中学校児童生徒に姑 して

小学校 口腔衛生推進事業のフン化物洗口に関

して、教職員の実務についても詳細に伺 う。

(4)高齢者に姑 して

(5)(1)～ (4)以外の市民に封 して

学校・生涯学習で書道・算盤等の取組について、
以下伺います。

(1)小中学校の授業における書道・算盤等、日本
文化的な取組について         i

(2)生涯学習における取組について

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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＜



黒
rri 2i f4

一 般 質 開発 言 通 告 書

令 和 7年 2月 4日
午 イれ う時 09分 受 付

(通告書 3枚)No。 1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年 2月 4日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会 員 青木真矢

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、                            されるよ
うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

つくば市の農業
と食育に関して

1 (1)つ くば市は農業分野において、茨城県全体
と比べて、農業経営体数の減少、経営耕地面
積の減少の問題が深刻な状況です。こうした
問題を解決するためには、担い手を増やすこ
とが急務となります。特に、市外から新たに
農業を始めようとつくば市に移住する方が

今後も増えていくことが非常に重要です。
そこで、認定新規就農者に関して、以下を

伺います。

ア

イ

ウ

ここ数年の認定新規就農者の推移 につ

いて

認定新規就農者の年齢の内訳について

市外の方が新規就農す る際の課題 につ

いて

(2)つ くば市において新たに農業を始めてい

ただく上で、稼げるということは重要なポイ
ントです。茨城県も稼げる農業に力を入れる
中で有機農業について取り上げています。全

国的には、有機農業の農地面積の割合は、約
0,6%で、さらにその中でも、農林水産省が許

市長

教育長

担当部長



つくば市議会議昌 青木真矢 No。 2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

可している肥料や農薬のみを使用 して作 つ

た有機野菜に対する認定である、有機JAS認
証を取得している割合は半分ほどです。
つくば市においても、今後有機農業に関す

る取組の強化が求められると考えます。そこ
で、以下を伺います。

ア つくば市における有機農業の現状の割
合について

イ つくば市の有機農業の中で有機JAS認証
を取得している割合について

(3)つ くば市は、給食センターでの給食の調理
が行われており、学校ごとの給食単位での地
産地消の取組は難しいものと思われます。ま
た、給食センターでの給食に地域の食材を取
り入れる場合も、供給の安定性などの面に困
難があり、様々な課題もあると考えられま
す。

しかし、つくば市の素晴らしい農産物を小
中学生が給食で食べることで、地域にどのよ
うな特産物があり、どのような農業事業者が
いるのかを知ることは重要な機会です。
そこで、地産地消を含めた食育を推進する

ために、以下を伺います。

ア 学校給食の地産地消の現状について

イ 学校給食でつくば市産の食材を使うこ
との難しさについて

ウ 農家と子供たちが交流する機会の創出
に関し、現状の取組について



質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

2 筑波大学スポー

ン部 とつ くば市の

連携に関して 信きち會:j Eせ 室

'星

量と:怠:
1国内外で活躍しています。このことを考えますと
大学スポーツはつくば市が誇る魅力の一つとい
えます。

しかし、筑波大学スポーツ部と地域、市民との

接点は少なく、なかなか魅力をいかしきれていな
い現状があります。筑波大学スポーツ部がつくば
市の魅力としての位置付けを得て、地域内での交
流を深める

:こ
とは、大学生の活躍の場が増えるだ

けでなく、市民の多くが地域に目を向けるきつか
けになると思われます。
そこで、以下を伺います。

(1)筑波大学とつくば市のスポーツに関する
連携の現状について

(2)筑波大学の部活単位でのつくば市との連
携につぃて

(3)筑波大学スポーツ部のつくば市での位置
付けについて

市長

担当部長

っくば市議会議員 青木真矢 No,3

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。



八712.-6

下 般 質 問発 言 通 告 書

令和 7年  2月  6日
午 菊 /。 時 P″ 分 受 付

(通告書 2 枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  2月  6日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員 あさのえくこ

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

質 問 事 項 』
口要 答 弁 者

1 つ くば市におけ

る図書館計画につ

いて

6つ の町村が合併したつくば市は旧町村時

代からの公共施設が点在する一方、合併後に大

きく変貌を遂げたTX沿線地域には施設の不足

が指摘されています。図書館も例外ではなく、

結果として人口25万人を超える都市としては

十分な蔵書がない、また機能が十分ではない、
との指摘が市民からなされています。
これを受け、2020年にはつくば市図書館懇話

会からの提言が出され、また、つくば市議会か

らは2023年度に図書館機能の充実、早急な新し

い図書館の建設を提言しました。

市長の公約ロー ドマップNo,84、 85では新た

な図書館の整備検討及び中央図書館のリノベ

ーションが掲載されていますが、これらの公約

実現に当たつては分室のレベルアップも含め、

市民にとって分かりやすく、納得できる計画が

必要だと考え、以下伺います。

(1)つ くば市内の図書のある公共施設の概要
ア 中央図書館とオンラインで結ばれて
いる施設の種類、所在、蔵書数

イ オンラインで結ばれていないが公共

施設として利用できる施設

市長

教育長

担当部長

うお願いします。



質 問 事 項 要 』
ロ 答 弁 者

2 外国につながる

子供たちへのプ レ

スクール及びプ レ

ク,ラ ス設置 に向け

て

(2)つ くば市におけるこれまでの図書館の在

り方についての検討の経緯

(3)2020年のつくば市図書館懇話会提言書の

位置付け

ア つ くば市の上位計画にどのように

書かれているか

イ つ くば市図書館懇話会提言書にある各

事業について

(ア)既に具体的に進んでいる事業

(イ)検討中の事業

ウ 図書館運営上の指標 と評価について

つくば市には多くの国から様々な目的で来

日する方がおり、学齢期の子供を帯同する方も

多くいます。年間通して来日する子供がおり、

多くの学校現場は常時「日本語ゼロベース」の

子供の対応に追われています。来日した子がま

ず入つて日本語及び日本の学校文化について

学ぶ施設、いわゆるプレスクール、プレクラス

の設置が必要です。2023年 12月 定例会で提案し

たところであり、市長の公約ロー ドマップNo。 30

に掲載されていますが、少しペースを上げてい

ただく必要があると考え、以下伺います。

(1)外国籍または、帰国した学齢期の子供ヘ

のつくば市の転入時における就学への誘導
の手順

(2)(1)の子供たちに日本語支援が必要かど

うかを決定する手順

(3)日 本語支援が必要な子供がいる学校と日

本語教室、日本語支援員の派遣状況

(4)現場から挙がつている課題 (特別支援教

育との関わりも含む)

(5)プ レクラスの設置に向けた検討状況

市長

教育長

担当部長

つくば市議会議員 あさのえくこ  No.2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



R7:2t-6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 7年  2月  6日
午拘/0時 守γ分 受 付
(通告書  ∠ 枚)No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日 7年  2月  6日

つ くば市議会議長 黒田 健祐 様

つくば市議会議員 高 野 文 男

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、                            されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
ロ 答 弁 者

1 森林バ ンク

制度 の今後に

ついて

2 つ くば市防

犯 カメラ設置

事業補助金 に

ついて  '

令和 6年度からの主な事業のすつでもある「森林バン

ク制度」の意見交換会が令和 7年 1月 24日 に開催され、
つくば市の新しい森林保全制度の概要が発表されると

ともに多くの意見や質問がありましたが、下記について

伺います。

(1)森林を利用 したい人や団体 と森林所有者のマ ンチ

ングの時期について

(2)里山林整備推進事業で整備 された森林の中で、この

制度で利用をされない森林の所有者への配慮等につ

いて

昨今、閣バイ トを始めとする強盗や詐欺行為が全国的
に急増し、つくば市においても多発しています。

特に高齢者を狙つた詐欺事件は後を絶たず、かなりの

大金が詐取されている現状にあり、犯人逮捕にはなかな
か至っておりません。また、最も恐ろしいのは夜中の強

盗であり、一歩間違えれば殺害されてしまうケースもあ

ります。そこで、住民に安心安全な環境を提供するには

防犯カメラの設置が最善策の一つだと考えますが、下記
について伺います。

市  長

担当部長

市  長

担当部長



質 問 事 項 要 』
日 答弁者

(1).2024年度 (2025年 1月 現在)の防犯カメ

ラ設置補助申請数   (
(2)つ くば市防犯カメラ設置事業補助金の拡充
について        !

つ くば市議会議員  高 野 文 男  No.2

※ 一般質問を行うに当たちては、
r明

確な答弁を求めるため、会議規貝J第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記本されるよ

うお願いします。



八712t-6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和  7年  2月  6日
午瑞 り時 ∫∂分 受付
(韓  枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日 7年  2月  6日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議昌 伊藤 文弥

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 誰 もが 自分 ら

く生 きるまちの

現に向けた障害

ある人たちの地

生活の充実につし

て

障害者プランでは、「障害の有無にカ

わヽらず、安心して自立した生活を送ることがで
きる共生社会」を基本理念 として掲げ、文イ

やスポーツ 。レクリエーション活動への参加

の重要性も明記しています。
しかし、障害福祉に関するアンケート調査では、
域生活における経済的負担の軽減を求める
全ての障害種別で最も高い割合を示し、また外

出や余暇活動においても様々な課題が指摘 さ

おり、移動支援事業等の各種支援制度の利用も

今後、より多くの障害のある人たちが地域での

自立した生活を望む中、経済的負担の軽減や余
の充実など、地域生活全体の質の向上が求め

られています。障害のある人たちが自分らしく
で暮らし続けられる環境づくりに向けて、以

(1)障害者プランに基づく余暇支援の現状につ

いて

ア アンケー ト調査で明らかになった具体

つ く

のJ点 について伺います。

な状況にあります。

市長

当部長



つ く 員   伊藤 支弥 No。  2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお原買いします。

質 問 事 項 要 一
口 答弁者

イ

ウ

的なニーズと姑応状況
各種支援制度の利用が低調な要因

エ

障害者スポーツや文化活動今の参加支
援の実施状況

障害者スポーツを支えるサポーターの

養成状況

(2)グループホームの利用状況と経済的支援
について

ア 現在のグループホーム定員充足状況と

利用希望の実態

イ アンケー ト調査で示された経済的負担
の軽減とグループホーム充実への要望に
ついて、市としての受け止めと封応方針

ウ 他自治体における家賃補助制度の実施

状況に封する市としての見解

(3)地域生活支援の充実に向けた今後の取組
について

ア 地域生活における経済的負担の軽減に

向けた具体的な施策について

イ 外出 。余暇活動支援の充実に向けた

ウ 健康維持・増進に向けた具体的な取組
工 情報発信の改善策



魚712:… 6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和  7年
午れ II時

(通告書

2月  6日
十 分 受 付

2本文)No.  1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年  2月  6日
つくば市議会議長 様

つ くば市議会議員   川田 青星

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要宣豊を読ん至盆かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

1 災害への姑策に

ついて

2 遊休農地の解消

について

2023年 6月 につ くば市内で発生 した水害から

1年半、能登半島の地震か ら 1年が経過 しま し

た。災害時には自宅周辺の状況により、避難所で

の生活を余儀なくされることもあります。災害発

生後、迅速な避難所開設や適切な運営ができるよ

う、あらか じめ避難所運営の指針を定めておかな

ければなりません。また、日頃からいざという時

に備え、防災の意識を高めることも重要です。そ

こでつ くば市が取 り組むべき災害への対策につ

いて以下伺います。

(1)避難所の運営について

ア 災害発生時の流れ

イ 避難所運営マニュアルの策定状況

(2)避難訓練の実施状況  ・

(3)災害時における市民への情報伝達手段

高齢化や後継者不足の影響により作物が栽培
されない遊休農地が全国で問題となっています。
現在策定中の第 3次つくば市農業基本計画で

も農業を取巻く環境として遊休農地の増加が挙
げられています。

市長

担当部長

市長

担当部長



つ くば市議会議昌 )H田  青星   No.2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 '事 項 要 』
日 答 弁

・
者

つくば市の魅力あふれる農業を守るため、これ
までの取組を振り返るとともに、現状の課題と今
後の方針について以下伺います。

(1)グ リーンバンクの成果
(2)遊休農地解消の課題と対策



尺監21-6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 7年 2月 6

年箭tr時 も 分 受
(通告書  2 枚)No.

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令不日7年 2月 6日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議昌 ′帥原  ア リーゼ

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

日

付

１

質 問 事 項 要 “
口 答 弁 者

1 交通網の改善に

ついて

2 医療、福祉サービ

スの拡充について

3 市内防犯設備の

増設について

市内の交通渋滞等の課題を解決するためには

交通環境の改善が必要と考えます。その一環とし

ての、公共交通網の効率化と利便性向上を図るた

めの具体的な施策について、以下伺います。

(1)市内公共交通の現状評価

(2)具体的な施策

(3)今後の改善策

市民の健康と福社の向上を目指しサービスを

強化することについて、以下伺います。

(1)医療、福祉サービスの実施状況とその結果

(2)サービスの向上が医療費増加や高齢者の

負担につながっている可能性について

中心市街地から離れた地域や農村部における

防犯設備 (防犯灯、防犯カメラ等)の強化とその

効果について、以下伺います。

(1)各地域における防犯設備の整備状況

(2)防犯設備の効果測定

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長



つくば市議会議昌 榊 ア リーゼ  No. 2

※ 二般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

4 市内公共施設ヘ

の喫煙所設置につ

いて

喫煙者と非喫煙者の共存を促進するための喫

煙所設置について、以下伺います。

(1)市内公共施設の喫煙所の設置状況

(2)喫煙所設置に関する施策の実施状況とそ

の影響

市長

担当部長



K 7.2,-6

一 般 質 問発 言 通 告
を
書

令 和  7年  2月  6日
午後 υ時 子′分 受 付
(通告書 /枚 )No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日 7 年  2 月  6  日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員 市原 琢己

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

1 県道の整備 に対

す る市の関わ り及

び市道について

2 市の医療体制に

ついて

3 上郷高校跡地の

利用、陸上競技場、

その他 の市内運動

施設について

4 市の市債につい

て

県道の整備に姑す る市の関わ り及び市道の整

備について、以下伺います

(1)除草について

(2)街灯、防犯灯の整備について

(3)道路崩落を防ぐための点検について

市の医療体制について、以下伺います

(1)働 き方改革の影響について

(2)年末年始の医療体制について

(3)つ くば市休 日夜間小児デジタル急患セン

ターについて

(4)夜問診療所について

上郷高校跡地の利用、陸上競技場、その他の市

内の運動施設について伺います

つくば市の市債について伺います

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



イ:23~6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 2月 6日
午作笹 r時 θ々分 受 付
(通告書  1 枚)No.1

下記の事項について、質問したい
´
ので通告 します。

令和 7年 2月 6日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議目 中 村 重 雄

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

1 企業誘致の取組

について

2 道路行政につい

て

`現在、つくば市は人口増加傾向にあるが、ィつく
ばエクスプレスを利用してつくば市以外で仕事
をされている方が多いようである。今後のまちづ

くりにおいて、企業誘致は市の発展には不可欠で

あると考える。以下伺う。
(1)現在の企業誘致の取組について

(2)企業誘致における国や県との連携の重要
性についての市の考え

国道354号は、特に朝夕の時間帯での渋滞が激

しく、早急にバイパスの整備を求める声が届いて

いる。現状について以下伺 う。

(1)進捗状況

(2)未事業化区間の事業化について

市長

担当部長

市長

担当部長



lく
猛2:-6

一 般 質 開発 言 通 告 書

令 和 7年 2月 6

午次 /時 中ア分受
(涌告書  1 本文) No

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令不日 7年 2月  6日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議 昌 塚本 洋二

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規貝ll第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。

日

付

1

質 問 事 項 要 』
口 答 弁者

1 公有地利活用に

ついて

2 スポー ツ施設に

ついて

春日消防本部跡地の活用について、現在の状況と今
後の考えを伺います。

流星台スケー トボー ドパークについて以下伺いま

す

(1)利用状況について

(2)利用者からの意見や要望等について

(3)施設の増設について

市長

担当部長

市長

担当部長



kF121-6

一 般 質 問発 言 通 告 書

者手 不日

午イ後
7年 2月 6

1時 テ

'分
受

日

付

１(通告書 2  本文)No

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 7年  2月  6日
つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議 員 小森谷  さやか

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

質 問 事 項 』
ロ要 答弁者

1 愛護 動物 (犬

猫)に係る施策に

ついて

2 産前産後の支援

について

茨城県が公表 している数字によると、笠間の動

物指導セ ンターに収容 された犬猫の市町村別受

入頭数は、犬 。猫 ともに本市が上位に位置 してい

ます。収容 された犬猫の殺処分をゼ ロにするた

め、私財を投げ うって保護活動をしてくれている

のは保護団体やボランティアの個人の方々です。

今回、他市の取組 と比較 したところ、つくば市と

してや らねばならないことがあると考えました。

そこで以下について伺います。

(1)飼い主のいる犬猫に対する取組

(2)飼い主のいない犬猫に姑する取組

(3)動物愛護施策における課題

(4)動物愛護協議会の設置について

2024年の日本人の出生数が初めて70万人を割る

見通しであることが報道されています。人口が急

噌した第 2次ベビーブーム (1971年～1974年)直
前の 1970年 と 2024年の見込み数を比べると、出
生数は約 193万人から約 69万人へと、半世紀で
6Ь%も減り、国の予測よりも急激に少子化が進ん

でいます。こうした子供の数の減少と核家族化に

より、身近に妊婦がいたり赤ちゃんと接したりす
る機会は圧倒的に少なくなりました。夫婦の間に

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長

のとおり、                    具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つくば市議会議員 小 さやか No.  2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよう
お願いします。        ヽ

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

子供が産まれるまで小さい子供と関わるという

経験が少ない、あるいは全くない人は増えてお

り、妊娠・出産という人生の大きな変化に対し

喜びだけでなく、戸惑いや不安を持つことはご

く自然のことで、行政による産前産後の支援が

必要とされています。
つくば市では、若い世帯の流入が多いおかげ

で、この10年間の出生数は横ばいのようです。

様々な施策が展開されているところですが、そ

れぞれ状況を確認します。

(1)出産・子育て応援給付金事業の伴走型相

談支援の概要 とその効果

(2)産後ケア事業の利用状況とその効果

(3)ホームスター ト事業の利用状況とその効

、果

(4)乳児家庭教育学級 (つ くひな)の実施状

況

市長

教育長

担当部長



R T121- 6

一般質問発言通告書

令 和 7年 2月 6日
午 7粂 2時 Υ2分 受 付
(通生翌  1上 枚)No.1

π記の事項について、質問したいので通告 します。

令不日 7年  (2月  6日
つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 小村 政文

質 問 事 項 要 』
日 答弁者

1 挨拶啓発につい

て

2025年 1月 25日 に開催された議会カフェに
て、「4年後のつくば市は全ての子供も大人も

幸せな街に 1」 をテーマとして話し合ったチー

ムのアイデアで、市民にできることのアイデア
としてほかの参加者から最も良いと評価された
のは「擦れ違 う人と挨拶する」というアイデア
でした。

この結果に伴い、つくば市の挨拶啓発につい

て伺います。

(1)子供への挨拶啓発の取組に封する市の見解
ア 公立保育所、幼稚園、こども園での乳
幼児への啓発

イ 小学校(中学校での生徒への啓発
ウ 児童館等の公共施設での啓発

(2)市民への挨拶啓発の取組に対する市の見解
ア 教職員、コミュニティスクール関係者
への啓発

イ 地域交流セ ンター等の公共施設での啓

発

市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 61条編注
4の とお り、通告書 に発言の要 旨等 を読んで

るようお願いします。
分かる程度の具体的内容を記入 され



Kh2t i6

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和  7年  2月   6日
午イれ:時 |ユ 分受付
(通告書 10  枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和  7年   2月   6日
つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 酒井泉

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとお り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入 さ

質 問 事 項 』
日要 答 弁 者

1 高エネ研南側用

地の一括売却につ

いて

[要旨]

市民の財産を民間事業者に売却する場合は、市

民の代表である市議会での議論が閉要です。特に

市街地のまとまった′ム`其用地は、将来の都市経営

に重要な役割を果たす可能性があります。理をつ

くした慎重な議論が財要です。

[五十嵐市長の 12月議会答弁]

①高エネ研南恨」用地は、∪R都市機構との交渉を

行つた。

②外部委員のみによる公正な審査を経て適切に
事業者を選定して土地売買契約を締結した。
③売却を白紙に戻す者えはない。

質問1.UR都市機構との交渉議事録を提示しな
い理由を説明してくださいと

質問2.プロポィザル審査でグッドマンジャパン

を選んだ審査内容と、グッドマンジャパンとの契
約書が墨塗で非′ム`開です。市長が公正だと言つて
いる外部委員は、選定の責任者ではありません。
選定の責任者はつくば市です。′ム`開しない理由を
説明してください。

市長

うお願いします。

れるよ



質 問 事 項 』
日要 答 弁 者

2 つくば市の組織
改革について

質問3.グッドマンジャパンが建設する約束の防
災施設は、土地売却代金の現物払いです。仕様書
を決めるための交渉経過を′ム`開しない理由を説
明してください。

質問4。 「高エネ研南用地は土地開発′ム`社のモノ
であつて市 (市民)のモノではない」と言うのはヽ
市民無視の暴論ではありませんか ?その根拠を
お示しください。

質問5.得るものに対して失うものが大き過ぎる
と者えますが、市の見解をお示しください。

[要旨]

つくば市は管理冊の削減による組織の適正化
が嚇要です

[五十嵐市長の 12月議会答弁]

⑦人件費(管理職数については、各市の実情に合
わせて支給配置されている。
②つくば市も組織として迅速で柔軟な意思決定
ができる体制を取つている。

事実確認 1。 「意思決定のため」の組織の最小学
位の人数は何人が適切か (チーム理論)

1人の人間が一般的に管理できるとされてい

る人数とは、様′マな研究から、概ね5～ 8人、最
大でも10人程度だと言われています。
2人以下の少ない人数の議論では偏つた結論

になり易く、その‐方で、仕事のチームが 10人
を超えると急激にパフォーマンスが下がるとい

う研究結果もあります (」 .リ チャード・ハックマ

ン)。

議論をして結論を出す場合でも、2人では多角
的な検討が出来すに偏った結論になり易く、一般

市長

つ くば市議会議 員 酒井泉 No. 2

※ 一般質問を行 うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4の とお り、通告

書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いします。



つ くば市議会議 員 酒井泉 No。  3

※ 一般質問を行 うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規貝J第61条編注 4の とおり、

通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いします。

質 問 事 項 要 一
日 答 弁 者

ほ二鶏 ζ軽 聟 &子雪軍 暮香言;
ります。それは5人いても、1人は備観し、1人
は寝ているから、最低 3人の議論を確保するため
|こ 5人が隊要だという現実論です。また、組織の
最小単位を 5人にすると協調行動を促しやすい
という研究結果もあるそうです。
コミュニケーションの研究分野でも、1人ズ〕ヾき

ちんと関わりをもてる人数は 4人までだと言わ

れています。日本の歴史においても、豊臣秀吉は
治安維持のために下級武土や農民に「五人組」を
組ませたそうです。
近年、アマゾンのCEOのジェフ・ベゾス氏は

「2枚のピザ理論 (チームの最適な人数は2枚の
ピザを分け合える程度 (5～ 8人)である)」 を
提唱しているそうです。
以上の様ノマな研究結果から、夕夕くの会社や組織

では、5人前後を最小の単位の「係」とし、その
上に「課」、「部」などを配置するピラミッド型の
人事組織を採用しています。

事実確認2,つくば市の組織の最小単位 (係)の
人数は 3人以下です。           !
ちなみに、|

1人の管理職の配下に5人の職員の場合、係長
級以上の比率は25%です。
1人の管理職の配下に4人の職員の場合、係長

級以上の比率は32%です。
1人の管理職の配下に3人の職員の場合、係長

級以上の比率は48%です。 ~
つくば市の場合、情報の共有の範囲は係ごとに

分がれているので、意思決定の最Jヽ単位は「係」
になります。つくば市の係長級 (4級)以上の比
率は 53%ですから、つくば市の組織の晨小単位
(係)の人数は3人以下です。



質 問 事 項 答 弁 者

3 特別暇の退贈金

問題について

ができる体制ではありません
つくば市の場合は、「意思決定のため」の組

の最小単位の人数が少なすぎて適切な意思決

さらに、部長、次長、課長、課長補佐、係長と、

が多過ぎて、迅速な意思決定は困難な体制

間 管理職の削減による組織の適正化が懲

と考えますが、市の見解を御提示ください。

係長以上の市の職員は管理職で組織として

目ですから、市民と直接接する

、係長以下の職員です。ところが組織が細分イ
れ過ぎていて、組織の最」ヽ単位 (係)の人
な過ぎます。
◆後、市民のために迅速で柔軟な意思決定
うには、組織の最」ヽ単位 (係)の人数を適正イ

るために、管理職の削減が財要です。

[要旨]

特別職の退職金について制度改革が嚇要ですと

[五十嵐市長の 12月議会答弁]

についてlよ、1期日、2期目の際に寄せら
た様ノマな御意見、課題等を踏まえ、◆後検討

実確認1.ますは一期目の公約を守ることが先
はないですか?
「4年の任期で高額の退職金を手にするのは市
の特権であるがら、これを廃止する」というの
一期目の′ム`約のはすです。市長の退職金を廃止

して、その分を市の財政に還元するには、退職金

す。

3.つくば市は組織として迅速で柔

い状態です。

をしていく。

度改革が財要です。

つ くば市議会議 員 酒井泉 No. 4

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

,う お願いします。



つくば市議会議員 酒 No.  5

※ 一般質問を行うに当たつては(明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

4 タウンミーティ
ングについて

「様ノマなご意見、課題等を踏まえ、◆後検討をし
していく」のは、′ム`約を守つてからの話です。

事実確認2.「退職金辞退」は′ム`約ではなく、市
民の負担も軽減されません。

条例で市長の最終月の給与を 1円として、退職
金を22円にしても、市民には何の利益もありま
せん。市町村事務組合が、減額した分の退職金を
つくば市に還元しないからです。

事実確認 3.二期目に行つた市長退職金のインタ

ィネット投票は税金の無駄遣いで、市民には有害

無益な施策です。   ,
インターネット投票によって市長の退職金を

減額しても、市町村事務組合は、「減額してもつ

くば市には遺さない」と言つているのですからt

五十嵐市長の選挙用のパフォーマンスに過ざま
せん。例職市長の選挙パフォーマンスに、市民の
税金を使うことは、本来許されないことです。

質問 ◆後「市長 (特別職も)特権の退職金」を

改革するには、一期日と二期日については、条例
を遡つて廃案にして、つくば市民である五十嵐市
長は正当な額の退職金を事務組合から受け取り、
退任後につくば市に寄付をする以外にありませ
ん。また、三期目については、制度改革 (事務組
合からの脱会)を行つて、市長だけでなく特

月」珊の退贈金を廃止すべきと考えますが、市長の
見解を御提示ください。

[要旨]

民主主義の行政は、行政の職員と市民が情報を

共有し対等な議論を行なうことが前提です。「会
える市長」がキャッチフレーズのタウンミーティ
ングは、市役所職員と市民のコミュニケiシ ョン

市長



つくば市議会議昌 洒井 No.  6

質 問 事 項 要 一
ロ 答 弁 者

を前提におこなつてください。

[五十蔵市長の 12月議会答弁]、

①タウンミーティングは8年間で50回以上開催
し、市民との対話を通じて、課題解決や政策形成
に役立てています志
②市民と共倉」する市役所を掲げ、市民の声を聞
き、組織の変革を進めながら、前向きな政策を実
現していきます。

事実確認1.市長への直訴では問題解決はできま
せん。

①タウンミーティングは、年に6回行われていま
すが、その中のどれか 1回 しか参加できす (市民
には年に 1回だけの機会しかない)、 1人 lFロロ1

答、1項目の制限があります。
②民主主義の社会では、当事者間の議論によって
問題を解決するのがルールですが、制限された議
論 (言論環境)の下では、問題の解決はできませ
ん。

③市長への直訴で問題が解決したとしたら、それ
までの担当課との話し合いが十分でなかつたか、
担当職員に著しく問題解決能力が無かったかの、
いずれかです。

事実確認2.タウンミ‐ティングで言論制限をし
なければならないのは、市長への直訴に市民が殺
至」しt参加者が多すぎるからです。
①直訴の理由の多くは、担当課と話しているだけ
では埒が明かないというものですが、中には担当
課には何も話さすに直訴する市民もいるようで
す。

②市職員と市民の間のコミュニケーションが十
分であれば、市長への直訴は不要になり、タウン
ミ=ティングには来る市民は減少します。このアj

※ 一般質問を行 うに当たつてイま、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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※ 一般質問を行 うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願し十`します。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

5 市報とかわら版
について

が市政は健全です。

質問 タウンミiティングで市民の直訴を受け
る前に、市職員と市民が情報を共有し対等な議論
ができるように、以下について市職員を指導する
のが市長の役日と考えますが、市長の見解を御提
示ください。      ｀

(1)タ ウンミーティングで市長に直訴しようとす
る市民には、その前に担当の市職員に相談するこ
と。
(2)市民が直訴した案件については、後日担当課
が市民との丁寧な議論に廠じるように、市長が担
当課に指示を徹底すること。

[要旨]

市の広報紙である市報とかわら版を使つて、議
会で審議中の案件を広報する際には、′ム`的なメデ
イアとしての′ム`平性と中立性が財要です。市報と
pわ ,版の情報の′ム`平性と中立性を確保するた
めに、「第三者による審査機関」を設置する跡要
があります。

[五十嵐市長の 12月議会答弁]

①「広報つくば」と「かわら版」は、市政情報を
正確かつ分かりやすく伝える車要媒体である。
②市民の意見や議会の意見を反映 し、

′ム
｀
平・ 中立

な姿勢を保つて制作をしているので、第三者審査

機関の設置は不要と考える。

事実確認1.決定した施策を伝える
市の広報lよ、議会の

~番
議を経て決定された施策

を市民に分かり易く伝えることを旨とすべきで
す。

市長
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※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規貝1第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 答 弁 者

2.決定前の情報提供は′ム
｀
平性と中立

決定する以前に情報を提供して市民の意見を
くことも重要な場合がありますが、その場合は

する情報の′ム
｀
平性と中立性が町要です。執行

に都合のよいデ▼夕 (情報)だけを選んで、広

することは禁忌 (つまり絶対にやってはならな

確認3.′ム`平性と中立性を確保には第三

関の設置がl必要
どんなにノム`平無私な市長であつても、人事権を
られている職員からは絶対的な権力者であり、
当する職員の付度によって発信する情報が歪
られる融れがあります。
現在、かわら版では五十嵐市長と思しきマン

キャラクターを使つて施策の説明を行つてい

すが、これは市長の指示によるものとは日えま
ん。

第三者による審査機関があれば、担当職員も過

度の付度から解放されて、情報メディアとしての

良 lと`」ヽと信念に基づいた広報が可能になります。

質問1.市の広報は、議会の審議を経て決定
た施策を市民に分かり易く伝えることを旨と
べきですが、決定前に市民に事実を伝えて市民圃
士が議論をすることにも賛成です。しかし、公

と中立性を確保するために第三者審査機関
と考えますが、市の見解を御提示く

間2.市報は、随意契約で選定した業者によっ

、全戸に配布されています。ところが、市報と

同じ配布ルートを使つて商業チランが配布さ

さ い 。

実確認

ヽ

いこと)ですむ



質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

6 都市計画道路妻

木金田線について

ことはできません。これが業者独自の方針である
ならば、このような反市民的な業者との契約に、
市民の税金を使うことは止めて別な配布手段を
考えるべきと者えますがt市の見解を御提示くだ
さい。

[要旨]

主要な都市計画道路の整備を 8年間も放置し

た妻本金田線西側 (870メートル)は、早期開

通以外に解決策はありません。早期に開通させる

には、複数の案件を同時並行で進める財要があり

ます。

[五十嵐市長の 12月議会答弁]

①都市計画道路妻木金田線は、令不□3年度から懇
談会や戸別訪間を重ね、測量調査に着手した。
②調査成果を基に説明尊料を作成し、関係者と合
意形成を進める。

事実確認 1。 これまでの遅れ (放置)の理由 (原

因)に対する疑間
①本当に地元の反対が理由 (原因)だったのか、
一部の人の反対ではなかうたのか? 一部に人
の反対があれば建設できないと言うのであれば、
都市計画を取り下げて (変更して)やめるべきだ
という意見も地元では起き始めている。
②都市計画道路の整備の優先順位に問題は無か
つたのか?        ―

③市役所トップの問題意識と意周決定に問題は
無かったのか?

質問 測量踏査以外に同時並行で進めるべきこ
とは以下の4項目と考えますが、市の見解を御提
示ください。

市長

つくば市議会議員   酒井泉 No.  9

※,一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つ

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。 、

0

質 問 事 項 答弁者

に対する買収条件 (補償内容)の交渉

但)具体的な◆後のスケジュール
121具体的な補償の内容 (残地補償、代替地)

元集藩への環境対策を話し合うことを始

り工事に早期着手する。

事業はこのまま進める。


